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はじめに 

 

本検証は、新型コロナウイルス感染症の第 1次というべき感染拡大期において、神戸市役

所が刻々と変化する状況にどう対応してきたか、時系列で振り返るとともに、分野別にその

対応のあり方を検証することを通じ、感染警戒期において準備しておくべき備えと、近い将

来に予想される次なる感染拡大期において適切に対応するための方針を示すために行った

ものである。 

阪神淡路大震災という未曽有の自然災害を経験し、市民の力でそれを克服してきた神戸

市にとっても、今回の感染症との戦いは全く未経験の事態の連続となった。自然災害の場合

には、発災直後が最もダメージが大きく、そこからは復旧・復興への取組みを一つ一つ、積

み重ねていく流れとなる。一方、今回の感染症対策では、まずは中国で発生した感染が次第

に日本国内に拡大し、神戸市内でも確認されるようになり、3月中旬にいったんは小康状態

になったかと思えば、最初の波を上回る感染拡大が続き、中核的な医療機関での院内感染な

どにより危機がじわじわと、しかも長期にわたり継続することとなった。 

また、自然災害ではダメージの大きさや対処すべき損害の状況を目視することができる

が、感染症においては、ウイルスそのものも、感染拡大の状況も目に見えない。特に今回の

感染症は、感染しても症状が出にくく、多くの人が軽症あるいは無症状で軽快する一方で、

一部は重症化し、生命の危険にも晒されるという特徴をもっている点で極めて難しい対応

を迫られた。 

さらに、感染拡大防止のため、学校園の臨時休業をはじめ、市民生活や経済活動は大きな

制約を受けることとなり、コロナ禍ともいうべきその影響は深刻であった。 

 

神戸市役所では、この「見えない敵」を相手に、持てる資源をこの感染症対策に最優先で

投入する体制で対策を講じてきた。職員も懸命になって、与えられた任務を遂行した。 

しかしながら、今回の感染症に対応するための事前準備が十分であったとは到底言えず、

状況が刻々と変わりゆく中で、決定、実行してきた個々の対策に対しても、評価と課題の抽

出が必要である。 

次なる感染拡大期がいつに来るか予想ができないことから、できるだけ早期に検証報告

を行う必要があったことから、今回の検証作業は短期間で庁内各局の副局長を中心に市役

所内部で行うこととした。このため、この検証報告書については、できる限り多くの皆様に

目を通していただき、各方面からご意見やご批判を頂戴したいと考えている。 

 

「with コロナ」の時代は当分の間、継続する。市民生活や経済活動をできる限り維持・回

復させつつ、感染症による死者数を最小限に抑えるためにも、今回の検証報告が神戸市の今

後の感染症対策に活かされることを願う。 
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